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 商店,倉庫,酒場,料理店または類似の
場所に用いる特殊な家具,備品,また
は付属品;支払カウンタ－  

サブクラス内の索引 

特定の商品または生産品に適合される家具および備品 7/00  

構 造 に 特 徴 の あ る 家 具 お よ び 備 品 

1/00,3/00,5/00,9/00,11/00 ............................  

特殊な形のサ－ビス系列に特に適応した家具または設備 

10/00 ...............................................  

商店,倉庫または酒場の付属品;飾り人形または胸像 

13/00;8/00 ...........................................  

1/00 商品小出し用のたな（たな一般 A47B;作業

場の貯蔵設備 B25H）;商品小出し用の容

器（陳列物 A47F3/00;作業場用備品

B25H3/00;容器一般B65D;硬貨による自動

販売機 G07F）  

1/02 ・粒状物または粉状物のためのもの  

1/03 ・・小出し手段  

1/035 ・・・測定装置を有するもの  

1/04 ・商品を小出しする装置を有する容器  

1/06 ・・頂部から小出しするもの  

1/08 ・・底部から小出しするもの  

1/10 ・・・機械的小出し装置を有するもの  

1/12 ・・ほぼ水平に並んだ商品の側部から小出

しするもの  

1/14 ・積み重ね用容器,または陳列台と結合また

は陳列台を形成するように結合された容

器  

1/16 ・回転することに特徴のある容器  

1/18 ・たなと市販の瓶との組合せ  

3/00 ショ－ケ－スまたはショ－キャビネット  

A シヨ－ケ－ス  

B ・テ－ブル状のもの  

C ・折り畳み可能なもの  

D ・外部に付属装置を有するもの  

E 小分け収容部を有するシヨ－キヤビネツト  

F 人形,置物などの装飾体を内蔵する為の透

明ケ－ス  

G 陳列用の商品包装ケ－ス  

Z その他のもの  

3/02 ・小出し装置を有するもの（硬貨によるも

の G07F）  

3/022 ・・頂部から小出しするもの  

3/024 ・・底部から小出しするもの  

3/026 ・・・機械的小出し装置を有するもの  

3/04 ・空気調和,冷却されているもの（冷蔵庫

F25D;透明または反射部分に特に適合し

た加熱装置 H05B3/84）  

A 加熱,保温シヨ－ケ－ス  

B 加湿または冷水シヨ－ケ－ス  

C 空冷式の冷凍,冷蔵シヨ－ケ－ス  

D ・密閉型のもの  

E ・・扉,窓などの開閉構造に特徴のあるもの  

F ・・・曇り防止,または結露防止手段を有す

るもの  

G ・・保冷用カバ－〔ナイトカバ－〕を有す

るもの  

H ・オ－プン型のもの  

J ・・保冷用カバ－〔ナイトカバ－〕を有す

るもの  

K ・構造上の共通する細部または付属具  

L ・・棚部  

M ・・露受け,排水部  

N ・・外壁に備えられた開閉ケ－ス  

P ・・日除け  

Q ・冷却機構または霜取り機構  

Z その他のもの  

3/06 ・移動または取り外し可能なたなを有する

もの  

3/08 ・連続的または断続的に商品を移動させる

装置を有するもの  

3/10 ・回転式ショ－ケ－スまたはキャビネット  

3/11 ・・機械的駆動装置を有するもの  

3/12 ・ガラス板を支持,固定または接続するため

の留め金または他の装置  

3/14 ・陳列用トレ－（後に陳列用トレ－として

使われる包装箱 B65D）  

5/00 構造上の特色によって特徴づけられた陳列

スタンド,ハンガ－または棚  

A 多孔パネル又は格子パネルによる吊下スタ

ンド,ハンガ－又は棚  

B 細部又は付属具  

C ・棚受用ブラケツト  

D ・フツク付吊下具  

E ・商品,価格等の表示手段  

F ・商品落下防止用ガ－ド  

G ・仕切板又は仕切部材  

Z その他のもの  

5/01 ・チュ－ブまたはワイヤ製のもの（折りた

たみまたは調節可能のもの A47F5/13）  

5/02 ・回転陳列スタンド  

5/025 ・・機械的駆動装置を有するもの,例.回転

テ－ブル（A47F5/03 が優先）  

5/03 ・・水平回転軸を有するもの  

5/04 ・中央に柱のあるスタンド,例.樹木形  

5/05 ・・柱のまわりを回転する別の容器を有す

るもの  

5/06 ・・調節可能のもの  

5/08 ・壁,天井または類似のものに固着されたも

の;壁から張り出した陳列装置  

A 天地固定タイプ  

B 壁面固定タイプ  

Z その他のもの  

5/10 ・調節または折りたたみ可能な陳列スタン

ド  
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A 組立,分解可能な又は折りたたみ可能な多

段型陳列棚  

B ・棚四隅を支柱に固定するもの又は類似の

もの  

C ・棚を階段状に配設するもの又は類似のも

の  

D 箱型の陳列,販売台〔平台又はバ－ゲン台〕  

Z その他のもの  

5/11 ・・ボ－ル紙,紙,または類似物で作られた

もの（A47F5/12 が優先）  

5/12 ・・傾けうるスタンド  

5/13 ・・チュ－ブまたはワイヤ製のもの

（A47F5/12 が優先）  

5/14 ・ワイヤ製陳列台へのチュ－ブ状接続物  

5/16 ・平坦な上面,傾斜した上面または曲がった

上面を有するプラットフォ－ム形陳列台  

7/00 特定の物品または物質に適用される陳列ス

タンド,ハンガ－またはたな  

A 陳列用の商品包装ハンガ－  

B ・吊下手段に特徴のあるもの,例.フツク,

孔  

C ・パツケ－ジ部に特徴のあるもの  

D ・・多数個のパツケ－ジからなるもの  

E ・台紙に特徴のあるもの  

F ・・パツケ－ジを吊下げ保持する手段に特

徴のあるもの  

G 特定の物品に適用されるもの  

H ・長尺物品用  

J ・棒状物品用  

K ・身回品用〔かさは J,ネクタイは 7/12〕  

L ・化粧用具用またはブラシ類用  

M ・タバコ用,喫煙用具用または点火器用  

N ・食品用  

P ・食卓用具用〔庖丁は R〕  

Q ・文具用  

R ・利器用または手動工具用  

S ・おもちや用  

T ・運動用具用〔スキ－,ゴルフクラブ,バツ

トなどの棒状のものは J〕  

U ・楽器用  

V ・電気器具用またはカメラ用〔カセツト,

ビデオテ－プ,乾電池も含む〕  

W ・植物類用〔切花,鉢物,種子など〕  

X ・印鑑用またはかぎ類用  

Y ・乗物類用  

Z その他のもの  

7/02 ・宝石,入れ歯,時計,眼鏡,レンズ,または類

似物用  

A 宝石用〔貴金属も含む〕  

B 時計用  

C 眼鏡用  

D ボタン,ホツク類用  

Z その他のもの  

7/024 ・・移動防止装置を有するもの  

7/03 ・・箱形のもの;陳列の目的のための箱への

適用  

7/04 ・タイヤ用;車輪用のもの  

7/06 ・帽子用のもの  

7/08 ・くつ用のもの  

7/10 ・くつ下用のもの  

7/12 ・ネクタイ用（家庭用ネクタイ保持器

A47G25/74）;カラ－用  

7/14 ・絵,写真,映像媒体用,例.本またはシ－ド

バッグと結合したもの  

7/16 ・カ－ペット用;壁紙用;布材料用  

7/17 ・・ロ－ルまたはロ－ル紙に巻かれたもの  

7/18 ・・衣類原料用（A47F7/17 が優先）[3]  

7/19 ・衣服用（靴下用 A47F7/10;ネクタイまた

はカラ－用A47F7/12;飾り人形,胸像また

は類似のもの A47F8/00;衣服保持器のつ

いた衣装だんすA47B61/00;衣服と関連し

て用いられる家庭用具または衣服のホル

ダ－A47G25/00）  

A 衣服陳列用のハンガ－  

B ・台紙部分に特徴のあるもの  

Z その他のもの  

7/22 ・・シャツ用  

7/24 ・・衣服掛け  

A 陳列衣服またはハンガ－を掛けるためのス

タンド  

B ・伸縮可能なもの  

Z その他のもの  

7/26 ・・・ショ－ケ－スから張り出せるもの  

7/28 ・容器用,例.瓶,ボトル  

7/30 ・家具用,例.ベッド,マットレス  

8/00 飾り人形,胸像,または類似物,例.衣服陳列

用（仕立屋の飾り人形 A41H5/00）  

A 関節部に特徴のあるもの  

Z その他のもの  

8/02 ・針金人形;衣服陳列用人形  

9/00 商店,酒場,銀行またはその類似場所のカウ

ンタ－（ショウケ－スまたはショウキャ

ビネット A47F3/00;保安取引隔壁,例.可

動支払板 E05G7/00）  

A 足掛けに特徴のあるもの  

Z その他のもの  

9/02 ・支払カウンタ－  

9/04 ・・チェックアウトカウンタ－,例.セルフ

サ－ビス店用[3]  

10/00 特殊な形のサ－ビス系列に特に適合した家

具または設備で他に分類されないもの

（コンベア関係 B65G;建物関係 E04H;コ

インで解放する装置 G07F）[3]  

10/02 ・セルフサ－ビス系列用,例.ス－パ－マ－

ケット（A47F10/06 が優先;ハンドカ－ト

B62B;バスケット B65D）[3]  
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10/04 ・・セルフサ－ビス用ハンドカ－トまたは

バスケットの貯蔵または取扱い用[3]  

10/06 ・料理店サ－ビス系列用（テ－ブル用具

A47G）[3]  

11/00 ショ－ウインドまたはショ－ケ－ス内の装

置  

11/02 ・移動しうる壁;柱;特別なカ－テンまたは

類似物  

11/04 ・鏡または類似物を用いた特別な装置  

11/06 ・特別な光学上の効果をもたらす装置  

11/08 ・・無反射ショ－ウインド  

11/10 ・・光源の配列  

13/00 商店または類似の場所の付属物（ロ－ルか

ら紙を引き出して切断する装置 B65H;移

動しうるように取りつけられたはしご

E06C9/06）  

13/04 ・糸のホルダ－またはカッタ－  

13/06 ・商品を取る装置（つかむ装置を有するも

の B25J）  

13/08 ・手道具,例.食料品店の大さじ,ひしゃく,

紙袋ホルダ－  

 


